
※森林環境税（国税）の創設について
　個人については上記の森林環境税（県税）とは別に、平成31年度税制改正において、温室効果ガス排出削減目標の達成
や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税（国税）が創設されま
した。令和６年度から、個人住民税の納税義務者のうち県内に住所を有する者は、森林環境税（国税）を県民税及び市町村
民税の均等割と併せて納めることとなっています（税額については P. ７の（注1）をご覧ください）。

詳しくは下記の林野庁ホームページをご覧ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

森林環境税（県税）
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けを行うもの

（特定非常災害発生年の場合は５年
間）

（特定非常災害の場合は５年間）

※個人事業税の納付方法については、P.55～P.57をご参照ください。
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法人事業税所得割額について、上記②の法人に係る所得割額を除きます。

事　　　業 分　　割　　基　　準

非製造業 課税標準額の1/2：事務所等の数
課税標準額の1/2：従業者数

製造業 事務所等の従業者数（資本金又は出資金の額が1億円以上の法人：工場の従業者数を1.5倍）

電気供給業

小売電気事業 課税標準額の1/2…事業所等の数
課税標準額の1/2…従業者数

一般送配電事業 【事業所等が所在するいずれかの道府県において、発電所又は蓄電用の施設の発
電等用電気工作物と電気的に接続している電線路がある場合】
・課税標準額の3/4…事業所等が所在する道府県において、発電所又は蓄電用の施設の

発電等用電気工作物と電気的に接続している電線路（総務省令で定める要件に該当
するものに限る）の電力容量（kw）

・課税標準額の1/4…事業所等の固定資産の価額

【事業所等が所在するいずれの道府県においても発電所又は蓄電用の施設の発
電等用電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合】
・課税標準額の総額…事業所等の固定資産の価額

送電事業

配電事業

特定送配電事業

発電事業 【事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものがある場合】
・課税標準額の3/4…事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するもの

の価額
・課税標準額の1/4…事業所等の固定資産の価額

【事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものがない場合】
・課税標準額の総額…事業所等の固定資産の価額

特定卸供給事業

ガス供給業、倉庫業 事務所等の固定資産の価額

鉄道事業、軌道事業 事務所等が所在する道府県の軌道延長キロメートル数

※配電事業及び特定卸供給事業については、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から適用。
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法人事業税所得割額について、上記②の法人に係る所得割額を除きます。
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法人の県民税及び事業税の電子申告・申請・届出サービス
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